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解
仲
裁
的
立
法
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西
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は
他
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國
に
先
鞭
を
漭
け
れ
る
も
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に
し
て
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績
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阿
は
泚
會
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策
上
大
に
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問
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新
西
繭
に
於
て
は
千
八
西
九
十
年
ょ
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九
十
四
年
に
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る
間
に
觸
々
水
夫
竝
び
杞
炭
坑
々
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绞
の
大
同
傲
罷
X
發
生
し
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經
濟
界
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弊
害
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た
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か
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八
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九
十
四
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仲
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梁
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ベ
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實
績
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げ
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四
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千
九
召
五
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至
る
約
十
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年
の
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全
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同
傲
罷
エ
の
跡
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絕
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た
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が
如
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呈
し
た
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是
に
•曲
り
て
之
を
觀
れ
ば
勞
働
激
の
組
合
は
仲
裁
法 

'の
存
花
R.
よ
り
て
數
の
上
に
於
て
は
相
當
の
進
拶
を
看 

た
る
が
如
く
な
れ
と
も
、
而
か
も
全
般
よ
A
觀
察
す
れ 

ば
何
普
及
せ
ざ
る
餘
地
穸
き
は
邻
ふ
べ
か
ら
中
。
何

 ̂

な
れ
ば
現
在
新
西
蘭
に
於
け
る
賃
鈒
取
得
霉
の
總
數
は 

男
女
合
せ
て
三
十
鹆
人
に
上
れ
る
を
以
て
、
仲
裁
法
に 

よ
.3
て
整
記
せ
ら
れ
た
る
前
記
の
組
合
員
數
は
僅
か
に 

其
五
分
の一

に
達
す
る
の
み
な
れ
ば
な
り
0
此
外
に
登 

記
せ
ら
れ
ざ
る
組
合
も
尠
な
か
ら
ず
し
て
其
員
數
は
總 

貴
銀
取
得
卷
の
三
十
分
の1

を
超
過
すVJ

云
ふ
。
尤
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此
內
に
は
千
九
百
八
年
以
來
其
登
記
を
抹
消
し
れ
る
組 

合
を
も
包
含
せ
る
な
h

o而
し
て
屬
々
糜
業
粉
議
の
動 

网
ビ
な
&
仲
裁
法
の
效
果
を
簿
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な
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め
れ
る
も
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は
，此
ブ
一
十
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の1

K
餘
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少
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勢
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八
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錄
新
四
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に
於
け
る
近
時
の
努
，働紛謎

笫ー號

七
八

請
せ
ら
れ
"
米
國
に
於
け
る
难
命
的
勞
働
漭
の
则
體
れ 

る
世
界
淹
業
勞
®

«
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I
n
d
u
s
t
r
i
a
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o
f 

the 

w
c
d
d
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V
J連
携
し
、
總
同
盟
罷
エ
及
び
其
他
の「

サ
ン 

デ
カ
ジ
ズ
ム」

的
手
段
等
の
直
接
運
勸
を
以
て
典
主
張 

を
贳
微
せ
む
^
す
る
も
の
な
ぅ
&

0
然
れ
ど
も
縣
許
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な
く
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m
脚
體
は
解
散
し
て
夫
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西
蘭
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を
勞
働
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に
統 

1

せ
ら
る
、
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至
れ
6

0
聯
合
勞
働
黨
は
千
九
西
十
二 

年
四
月
の
產
業
及
勞
働
會
議
終
了
後
、
同
會
議
の
實
行 

部
を
主
宰
せ
し
前「

ミ
ル
ク
ォ
ー
キ
ーJ

大
學
敎
授「

ヮ 

ル
タ
1
®トー

マ
ス
®
ミ
ル
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输

旋
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し
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名
な
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を
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領
に
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き
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部
に
は
仲
裁
々
剑
所
勞
備
溝
陪
審
官r

マ
ッ
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y
ッ
ク
し
等
の
鏘
々
た
る
人
物
尠
な
か
ら
ざ
り
し
も
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其
會
員
中
に
多
數
の
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會
主
義
激
6
り
て
興
分
子
を
包 
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せ
る
ど
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：且
政
治
：的
經
濟
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兩
方
面
の
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た
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き
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要
の
場
合
に
は
最
後
の
竿
段
た
る
總
同
盟
煺
丁
：に
訴
ふ

I

I
i-'

る
も
^
且
辭
せ
ざ
る
の
«
度
を
示
せ
6
0
.

然
る
にr

ク

r

ヒj

0-
罷
エ
は
I事
な
く
鎭
靜
せ
し 

が
，
典
終
了
後
；冉
び
聯
合
勞
働
.黨
は
解
體
し
•て
"
別
に 

社
會
民
主
黨.「s

o
d
a
L

 Democratic party)

な
る 

jM- 

の
成
立
を
吿
ぐ
る
こ
^
、
な
れ
6

0
遥
れ
曩
に
も
述
べ 

た
る
が
如
く
へ
聯
合
勞
働
鐵
の
內
に
は
穸
數
の
興
分
子 

わ
6
て
其
配
合
を
圖
る
こVJ

極
め
て
困
雛
な
6
し
か
ば 

戳
の
分
裂
は
洵
R-
免
れ
離
き
の
勢
な
3
し
が
、
偶
々
千 

九
0
十
三
年
七
月r

ウ
ェ
リ
ン
ト
ン」

の
聯
合
會
議
に 

於
て
異
論
百
出
し
、
遂
に
前
條
の
社
會
民
主
鐵
ど
舊
來 

の
聯
合
勞
働
黨VJ

對
立
す
る
に
至
6
し
な
^
V
O而
し
て 

「

ト
ー
マ
ス®

ミ
ル
ス」

诞
び
に
多
數
の
急
進
的
論
者
は 

棚
携
ぺ
t
fi
:
會
民
主
黨
に
投
じt

ボ
ーV

」
、
「

グ
ェ
ツ 

.チ」

>「

ジ
ー
ア
ド
ン」

等
の
保
守
的
論
者
放
び
に
代
議 

士
の
約
三
分
の】

は
依
然
聯
合
勞
働
黛
の
舊
题
に
據
れ 

X
V
O然
れ
ど
も
此
變
、動
に
ょ
り
勞
働
黨
の
货
數
は
著
し 

く

減
少
せP

が
、
而
か
も
彼
等
は
勞
働
聯
合
曾
S
氣
脈 

を
通
じ
て
政
治
上
よ
6
新
西
蘭
に
於
け
る
職
ェ
組
合
の

過
半
を
支
配
し
後
奢
の
隆
盛
に
赴
く
に
從
ひ
て
邡
潜
勢 

力
は
漸
次
强
大
を
加
へ
れ
办
。
.想
ふ
it
當
時
勞
働
聯
合 

會
ば
鐡
道
勞
働
潘
を
包
擁
す
る
能
は
V
C
&し
も
、坑
夫
" 

水
夬
放
び
に
埠
頭
勞
働
者
等
の
組
合
を
統1

し
て
其
地 

位
は
甚
だ
黧
固
な
ぅ
き
。
：
何
ど
な
れ
ば
新
西
爾
の
交
通
：
 

は
殆
.ん
.ど
海
運
に
ょ
ぅ
て
の
み
行
は
る
、
が
故
に
、
海 

運
從
業
潘
の
全
部
を
支
配
す
る
聯
合
會
は
仍
ち
交
通
機 

關
を
左
右
す
る
も
の
な
れ
ば
な
h
o

H

斯
く
の
如
く
勞
働
聯
合
會
0
基
礎
繁
固
S

な
る
に
從 

ひ
、
扉
主
ビ
の
軋
櫟
は
早
晚
免
る
：ベ
か
ら
ざ
る
運
命
な 

り
し
が
、
果
然
.「

ユ
ー
一
ォ
シ

」

：
汽

船

會

社

ヒ

造

船

H
il 

合
ビ
の
間
の
粉
擾
に
ょ
"
て̂r

ク
ェ
リ
ン
ト
シ」

^
同
®
 

罷
エ
の
發
生
を
看
る
に
至
れ
办
。
造
船
エ
組
合
ど
云
ふ 

はr

ク
ュ
リ
ン
ト
ン」

に
於
け
る
埠
頭
勞
働
者
組
合
の
支 

部
に
し
て
"
其
本
部
は
勞
働
聯
合
會
ビ
密
接
の
關
係
を 

有

し

且

仲

裁

法

に

ょ

る

«

^

^:
»

消

せ

る

も

の

ー

ゝ

|

な 

秦

0
造
船
ェ
組
合
0.
:藤
業
は
昨
年
十
月
十
八
2!
を
以

齚

九

怨

(

七
九

雜

錄

新

西

湖

1-
於
け
る
近
時
の
勞
颇
紛
識

雄
一
-號

七
九



辩

九

怨

(
八

〇)

雜

錄

,

て
開
始
せ
ら
れ
し
が
> 
焯
頭
勞
働
者
は
之
に
聲
援
す
る 

爲
め
十
月
3
十
一
_一
 
日
0
朝
勞
働
停
1|
:
,に
關
す
る
會
«
を 

招
集
せ
る
に
.
會

議

の

終

了

後
#'
勞

働

者

の

埠

頭

に

歸
 

&
む
ど
す
る
や
其
處
に
は
既
に
他
の
紕
合
に
屬
す
る
勞 

働
溝
の
從
業
す
る
も
の
わ
る
.を
發
見
せ
し
か
ば
、
組
合
一 

,
の
實
行
部
は
直
に
其
退
去
を
喪
求
せ
し
も
汽
船
會
社
0

\ 

拒
絕
す
る
所
^
な
6
し
爲
め
終
に
同
盟
煺
エ
の
爆
發
€ \ 

な
れ
h

o
而
し
て
該
運
動
の
指
揮
は
勞
働
聯
合
會
の
掌j 

.る
所
な
h
し
が
、
雇
主
は
直
接
聯
合
會
ビ
折
衝
す
る
こ\ 

、ビ
を
嫌
惡
せ
$
。
何
ビ
な
れ
ば
聯
合
會
は
仲
裁
法
に
ょ| 

る
產
業
協
約(

1良
1
1择
1
0
1

a
g
r
e
e
m
e
n
t
}

の
締
結
に
反
對\ 

し
'*
.殊
に
領
釉
吵1

員
例
へ
ば
書
記
長「

ヒ
ッ
ヶ
1
J \ 

の
如
き
は
激
越
な
る
論
調
以
を
て
其
の
主
義
を
反
駁
せ 

る
を
以
て
な
-

C
N
O

斯
く
て
十
月
ニ
十
五
日
に
至
り
船
主\ 

M
び
に
港
騰
會
議(

M
a
r
b
g
r

 B
o
a
r
d
)

の
代
表
蔣
は 

相
會
し
て
對
餵H

策
を
議
し
總
て
從
來
の
如
き
仲
裁
法 

R
ょ
办
て
登
記
せ
ざ
る
勞
働
協
會
を
廢
棄
し
て
斯
る
勞 

.
働
莕
を
雇
傭
せ
ざ
る
こ
.

w

、
爲
し
,
舊
勞
働
«
に
し
て

舉

爾
 

A

O
 

\

其
從
業
R
ff
i
歸
.せ
む
e
欲
せ
ば
、
法
定
の
協
約
を
締
結
. 

す
る
を
®
す
y
>
«め
た
^
V
O而
し
て；j

方
敗
府
に
向
つ 

て
は
必
耍
に
際
し
埠
頭
莕
く
は
其
附
近
记
於
け
る
a

#
 

財
産
を
保
®
す
る
の
施
'設
を
.採
る
ベ
き
旨
を
請
願
せ
：
_

當
時
政
府
も
亦
紛
議
の
解
决
に
腐
心
し
、
終
に
昏
相 

「

マ
ツ
セ
ー」

の
斡
旋
^
ょ
&
十
月
ニ
十
八
！！1特
別
和
解 

會
議
を
開
催
す
る
こ
ビ
、
な
办
し
が
其
會
議
に
於
て
廣
ー 

主
侧
は
次
の
六
個
の
提
案
を
出
し
て
其
一
を
採
用
せ
し 

め
む
ど
中
：張
し
た
6
0 
,

1

、
'仲
裁
法
に
ょ
り
て
勞
働
協
約
を
登
記
す
る
こ
ど
，

一K

仂
裁
法
^
ょ
6
て
職
エ
組
合
を
登
記
す
る
こ
^
.

三
、
仲
裁
法
第
ニ
十
八
條
の
違
反
に
對
し
て
は
千
0
 

の
ff
l
金
を
課
し
勞
働
協
約
は
之
を
國
家
的
に
締
結 

す
る
こ
^
'
.
、

四
、
前
條
の
違
及
に
#
し
て
は
a ；
百
磅
の
罰
金
を
課
. 

し
勞
働
協
約
を
地
方
的
记
締
¥

る
こ
.ビ

五
"
政
府
の
‘監
督
.の
下
に
+其
選
任
は
係
る
委
員
に
ょ
：

新
四
湖
！

J
I

於
け
る
抵
邸
の
绛
働
紛
瞵

I
1

U

S

. !
)

'

て
紛
辑
を
解
决
す
る
こ

^

六
"
仲
裁
卷
ど
し
て「

ヨ
シ
ュ
ア
f
yィ
リ
ヤ
ム
ス」

を 

擧
げ
之
に
一
切
の
事
件
を
委
任
す
る
こ
.ビ

(

独)

仲
戥
法
奶
ニ
十
八
條
と
は
勞
働
紛
議
の
揚
合
に
は
勞
働
か
停 

止
す
る
こ
と
な
く
し
て
典
喺
決
は
之
‘
和
解
會
謎
の
狨
決
に
娄
し 

砑
決
せ
ざ
る
と
旮
は
仲
裁
裁
列
所

|:
附
す
べ
し
3
の
规
婼
な
リ
と

然
る
に
此
提
案
は
全
然
聯
合
會
の
峻
拒
す
る
所
ど
な 

h
し
ょ
り
雇
主
は
十】

月
一
日
再
び
會
議
を
開
き
て
協 

約
が
伸
裁
法
に
ょ
&
て
登
記
せ
ら
れ
ざ
る
場
合
に
は
一 

彻
の
交
涉
に
應
せ
ざ
る
こ
^
を
約
定
せ
h

o
當
時
政
府 

の

1

機
關
新
聞
は
«
主
侧
の
意
見
を
代
表
し
て
次
.0
言 

を
爲
せ
り
日
く『

r

クh

リ
ン
ト
ン」

の
如
き
大
商
漭
の 

荷
役
が
法
#
を
無
舰
せ
る
團
體
の
«:
申
に
在
る
は
甚
だ 

危
險
な
る
こ
^
な
想
ふ
に
社
會
權
の
確
立
に
は
絕 

大
の
困
雛
を
俾
は
ざ
る
べ
か
ら
ず
、
怖
&
くj

般
公
衆 

.
'
は

吾

火

の
«
々
主
漲
し
た
る
如
く「

ナ
ン
デ
カ

リ

ス

ト

ー 

0
支
配
に
服
從
す
る
ょ
P
も
之
R
抵
抗
す
る
方
遨
義
的 

fc
し
て
且
經
濟
的
な
る
こ
^
を
察
知
せ
る
な
&
む』

ビ

,

之
に
對
心

.
て
勞
働
者
侧
は
厭
く
迄
舊
協
約
廢
S I

を
拒
み

. 

且
事
件
を
仲
裁
々
判
所
の
裁
決
に
藥
す
る
こ
^
を
も
退 

K

單
に
無
條
件
の
復
歸
を
要
求
せ
る
が
、
倚
彼
等
は 

雇
主
が
仲
裁
法
の
登
記
を
强
制
す
る
の
權
刺
な
き
こ\
レ 

を
主
張
し
、
該
法
は
登
記
に
關
し
て
は
强
制
主
義
に
ゎ 

&

す
し
て
認
許
主
義
に
外
な

&

ざ
る
旨
を
言
明
せ
5

0 

. 

斯

，ぐ

て

勞

働

者

は

屢

々

會

_

を
開
き
て
益
々
强
硬
な
.る 

滕
度
を
繼
續
す
る
に
決
せ
る
ょ
ぅ
、
埠
頭
は
全
く
彼
等 

の
占
有
に
歸
し
、

1

切
の
荷
彼
は
停
止
せ
ら
る
、
の
有 

機
な
ぅ
き
。

.十

1

月
二
日
に
至
り
首
相「

マ
ツ
セ
ー」

は
禅
び
自 

由
黨
の
代
表
者
.「

ジ
ョ
セ
フ
®
ヮ
,ゲ
ド」

、
聯
合
勞
働
« 

.首

領「

。ホ
ー
ルJ

及
び
其
他
の
有
力
な
る
領
釉
趑
K
勞 

働
聯
合
會
の
代
表
漭
等
を
招
集
し
て
、
前
後
策
を
諮
間
*'
. 

せ
し
が
、
其
結
果
十1

月
三
，
四
®

a
rrc
7T
¥
.
て
再
度 

の
#
別
和
解
會
議
を
開
催
す
る
こ
ど
.S
な
れ
t

o
同
會 

議
R
於
て
は
勞
働
者
側
は
多
小
ノ
0*
_
步
を
爲
し
て
新
協
. 

約
の
締
結
を
容
れ
た
る
も
骼
業
に
對
し
て
賠
赏
金
を
要

第
九
怨

八

雜

錄

新
叫
勘L

i

於
.け
る
近
陆
の
勞
働
紛
謎

八



笫

九

牯C
八
二)

雜
錄
新
四
蘭

1;
於
け
る
近
昨
の

啾
し
れ
る
爲
め
此
議
は
M
主
の
同
澈
す
る
所VJ

な
ら
す 

殊
に
爝
主
侧
は
依
然
ビ
し
て
協
約
の
登
記
を
固
守
せ
し 

か
ば
、
竟
に
和
解
は
成
立
す
る
に
至
ら
ず
し
て
了
れ
b 

茲
に
於
て
乎
政
府
ば
非
常
乎
段
を
以
て
罷
エ
を
鎭
腿
せ 

む
^
決
心
し
、
旣
に
十
月
ニ
十
五
日
ょ
^
'
警
視
總
監
は 

#
龠
雔
び
に
地
方
の
沘
丁
を
慕
集
し
.て
義
勇
勞
動
漭
ど 

な
し
、
埠
頭
の
勞
働
に
從
事
せ
し
め
し
が
"
地
方
の
農 

民
は
交
®
機
關
の
停
止
に
ょ
ぅ
て
尠
か
ら
ざ
る
困
難
を 

®
め
し
を
以
て
、5

2

衛
の
字
段
ビ
し
て
名
進
む
で
右
の 

募
集
れ
應
じ
、
彼
の
瑞
典
に
於
て
千
九
西
九
年
の
總
同 

M
ii
g

H
の
際
發
生
し
た
る
自
*
勞
働
團
ハ
；

L
a
b
o
u
r

 

B
r
i
g
a
d
e
)

の
苒
現
を
看
れ
b

o
要
す
る
に
此
手
段
は
罷 

エ
考
に
大
な
る
打
撃
を
與
へ
た
る
も
、
如
し
o 

四

是
ょ
6
先

きr

ク
ュ
リ
ン
ト
ン」

に
於
け
る
罷
エ
の 

窩
潮
に
達
す
る
ど
典
に
、
典
影
響
は
直
に「

ォ
ー
ク
ラ

,
ド」T

リ/
K

\

ト
ブJ

T

ダ
ニ
ー
デ
ンj

及
び
其
他

の
海
®
に
波
及
し
、
.事
滕
は
略
ぼ「

ウ
ュ
リ
ン
ト
ン
.1

勞
働
紛
鏹 

第

一

號

，
八

！

1

ビ
.同
欉
ビ
な
れ
6

0尤
も

r
wン
ト
レ
ー」

に
於
て
は

十
月
一
.
1十
日
に
炭
坑
々
夫
の
擺
ェ
爆
發
せ
し
が
、
十
月

二
十
八
日
に
至
る
や
約
三
西
の
坶
頭
勞
働
漭
がr

ォ
ー

ク
ラ
ン
ド」

に
於
て】

齊
に
罷
業
を
開
始
し
、
其
紛
擬

一
は
播
に

「

ク
ェ
リ
ン
ト
ン

1を
越
ね
た
办
ぐ
し
云
ふo
r方
1

ク
ラ
ン
ド

」

rc
於
け
る
一
石
聚
商
の
言
は
克
く
新
西
蘭

全
島
の
雇
主
の
希
望
を
代
表
せ
る
が
故
に
，
其1

節
摘
パ

錄
せ
む
に
現
在
に
於
て
吾
人
の
採
る
べ
き
唯1

の
方
策

は
、
假
令
數
月
の
永
き
に
紛
議
の
繼
續
す
る
こ
ビ
わ
る

| 
i

之
に
*
へ
て
其
結
果
を」

層
慘
憶
た
ら
し
む
る
に

|
あ
b
°
是
れ
最
苠
の
策
に
し
て
臟
て
數
年
の
平
和
を
期

\

す
る
所
以
に
外
な
&
ず
0
須
&
く
菩
人
は
矛
を
採
&
て

一
罷
H

*

s闘
は
ざ
る
べ
か
ら
.ずi

 
€
、
斯
く
て
爭
闘
は

\

日
々
激
烈
^

な
十
月
の
末
に
於
て
は
淖
頭
勞
働
潜

に
し
て
罷
ェ
に
關
與
せ
る
も
の
五
千
人
の
炙
き
に
及
ベ
. 

6
-
0

當
時
各
都
市
の
郊
外
に
は
義
勇
勞
働
潘
趑
び
に
新
慕 

の
警
官
多
數
駐
琨
ぜ
し
か
ば
、
十
一
月
五
日「

ク

零

II
I
1

I
I
I
I .

1

|

.

j
|

ン

.
X
J

に
於
，て
は
此
等
の
磐
官
及
び
_
與
勞
働
漭
ビ 

褪
エ
者
竝
び
に
其
與
黨
^
の
間
に
衝
突
を
惹
起
し
爲
め 

に
三
十
餘
人
の
死
傷
渚
を
出
し
れ
る

程

な

^

^

然

れ

ど
 

も
發
六
日
^
は
*
擬
鎭
定
し
"
坶
頭
の
荷
役
は
水
夫
の 

援
助
に
よ
&
仲
裁
法
の
®
記
を
經
た
る
新
組
合
に
倚
A 

て
開
始
せ
ら
れ
た
0

O
而
し
て
新
組
合
は
始
め
僅
に
四 

屮
七
人
の
紕
合
員
を
有
す
る
に
過
ぎ
ざ
り
し
が
、
十
二 

月
の
末
煺
エ
の
終
結
す
る
頃
に
ば

ニ千
以

上

の

勞

.働

者
 

を
吸
收
す
る
を
得
た
，リ
マj

一

K

ふ
。
但
し
其
穸
數
が
農
民 

な
，̂
し
は
注
意
す
ベ
き
*
實
な
ぅ
、匕
す
。「

オ
ー
ク
ラ
ン 

ド」

に
於
て
も
事
件
の
經
過
は
全
く
同
^
に
し
て
、
十 

1
E
；

八
日
千
餘
人
の
警
官
及
び
義
勇
勞
働
激
を
派
遺
し 

て
、
罷H

翁
の
手
よ
り
埠
頭
を
奪
取
せ
し
か
ば
、
勞
働 

.獅
合
會
.は
®
-
に̂
警
察
力
を
用
ひ
^

6
:̂
.
の

理

由

に

よ
 

6 T

ォ
I
ク
ラ
，
ド」

に
於
け
る
總
同
W
縱H

を
宣
吿 

せ
&
聯
合
會
幹
部
の
報
吿
祀
よ
れ
ば
十
1
月
十
H
に
現 

に
罷
業
せ
1

»
合
の
數
ば
十
四
に
し
て
<
其
勞
働
渚
は 

七
千
五
西
盼
人
に
途
し
れ
る
も
の
、
如
く
"
少
し
く
遲

れ
て
水
夫
も
亦
罷H

の
渦
中
に
投
じ
代
る
を
以
て
ノ
罷 

業
聚
數
は
總
計
八
千
餘
^
注
せ
ら
れ
'た
&
。
其
他「

リ
ダ 

テ
ル
ト
ン」

に
於
け
る
罷
エ
は
十1

月
十
八
日
穸
數
の 

警
官
の
保
護
の
下
に
新
組
合
員
に
ょh
て

荷

®

の

復

舊
 

せ
ら
る
、
迄
繼
續
し

"「

ダ

エ

ー

デ

ン

」

に

て

は

®

察

力
 

の
强
圃
•な
i
ん
爲
め
罷H

は
大
事
に
茧
&
ず
し
て
g
E 

f
o
尙
總
同
盟
罷H

は
西
海
岸
地
方
に
も
波
及
し
、 

同
地
方
に
て
は
礦
山
"
製
鍊
所
等
も
數
週
間
閉
鎖
せ£ 

れ
產
槳
は 

'一'
 
時
全
く
休
止
す
る
の
悲
境
に
陷
り
たb
o
.

次
に
昨
千
九
西
十
这
年
ー
爿
ー一

十
日
の「

ゥ
f

リ
ン 

V

ン
6

ィ
、グ
ニ
ン
ダ

®

。ホ
ス
ト
し

R

揭
載
ぜ
ら
れ
た
る
職 

エ
組
合
、
組
合
員

@

び
に
罷
業
者
の
槪
數

.を

'示

す

べ

し 

但
し
此
數
は
略
ぼ
疋
確
に
近
き
&
如
し

紕

合

败
.

組
合
貝
.
数 

H'
i

m
 

六
： 0

、
六
.！一
!
1人

仲裁決：
るもの

(

登記
 

^
.
'經
r:

る
も
の
}

職
-r
!
組
合
法
|-

S
る
も
0
 

C

登
記
を
紗
ざ
る
も
の)

總.
i
s仲

裁
法Li

又
る
も
の
ゝ

§
, 

H
四
：六
パ

內
驛
ン

第
九
#

(

八

三
}

雑

0

新
四
蘭
に
於
け
る
奴
時
、の
赞
働
紛
議

第

.號

1
1

、
§
.
〇 

七
一、
六
ニ
ニ

八
廷
-
.



I

1  
' ij

$

丨

j

筋

九

怨(
八
！
！

)

雑

錄
新
四
蘭
に
於
け
る
近
啡
の
努
蒯
紛
賤

八
四

淄H

ぜ
る
紕
合 

同
上
紕
合
员
数 

從
粱
せ
る
妞
合 

同
上
組
合
眞
数 

.闶
盟
能
X
潘
败 

水
夫 

坑
考

维
賊
勞
働
逝 

典
他
の
紕
合
员 

總

ft

八

三
o
四

•i
L
、'〇
o
o
 人

五
五
'
六
ニ
ニ

一r
o
〇
〇
人 

四
"
〇
〇
0 

五
、
〇0
〇 

芄
"
〇
0
〇 

一
六
、
〇0
〇

.
右
の
數
字
に
ょ
ぅ
て
看
れ
ば
罷H

*

は
總
て
の
組
合 

勞
働
潘
中
の
少
部
分
な
る
こ
S
明
か
に
し
てT

ォ
ー
ク 

ラ
ン
ド」

R-
於
て
す
ら
五
十
五
の
組
合
の
內
罷H

を
爲 

し
た
る
は
十
五
に
1!
-
*
;
ま
れ
0
ど
云
ふ
0
要
す
る
に
孰
れ 

の
地
カ
に
於
て
も
瞥
官(

農
民
ょ
-
^
0**
せ
る
も
の
® 

.か
ら
ず〕

の
保
議
其
堂
し
き
を
得
れ
る
爲
め
暴
行
は
甚 

だ
少
く
、
所

謂「

拱
手
の
同
盟
擺
エj

ハStrike 

of fold 

a
r
m
s
)

た
り
し
が
如
し
。
而
し
て
一
般
に
論
す
れ
ば
總 

同
跑
褪
エ
の
開
始
後
早
く
も〗

»
間
を
出
で
ず
し
て
" 

擺
ェ
甚
金
の
%
弱
な
る
こVJ

を
自
覺
せ
る
組
合
多
く
之

が
爲
め
に
髓
エ
の
終
結
を
速
か
な
ら
し
め
た
る
は
®:
ふ 

ベ
が
ら
ざ
る
»

«
な
$

0
夫
は
兎
：に
角
新
贿
蘭
の
各
® 

に
擺
エ
の
普
及
す
る
に
從
ひ
"
興
餘
»
は
页
に
濠
州
本 

土
に
及
び
"「

シ
ド
一
一
ーJ

に
於
て
は
埠
頭
勞
働
者
'ィ
W 

西
丽
ょ
ぅ
來
る
黑
禀
貨
物
の
荷
役
を
拒
絕
し
ヽ
己
む
を 

得
ず
數
船
の
積
荷
は「

ユ
二
ォ
ン」

汽
船
會
it
員
の
手 

R
ょ
ぅ
て
陸
揚
せ
ら
れ
た
る
程
な
&
し
が
7
幸
に
大
事 

に
茧
.ら
ず
し
て
落
着
し
た
り
0 

斯
く
て
新
西
關
の
罷
エ
は
十
ニ
打
の
下
旬
に
入
り
て 

漸
次
終
未
に
近
附
き
、
-:
'
先
づ
水
夫
の
{1
エ
は
十
11

月
十 

九
日
"

坑
夫
を
除
け
る
他
の
總
て
の
勞
働
翁
の
罷
X

は 

同
一
一
十nl

^

以
て
解
除
せ
ら
る
\
こ
ビ
、
な
れ
り
。
然 

れ
ど
も
此
は
一
般
的
の
協
釣
に
し
て
實
際
R
於
て
は
斯 

く

一

定
せ
ず
•
'例
へ
ば「

ォ
！
ク
ラ
ン
ド」

の
總
同
W
 

罷H

は
早
く
も
十一

月
二
十
三
日
に
.大
方
鎭
靜
せ
る
に
. 

「

ハ
ン
ト
レ
ー」

の
免
き
は
糊
く
本
年
一
月
六
H

R
至
-

CN 

瞥
官
の
保
護
の
卞
记
莨
餘
人
の
雜
合
員
を
有
す
る
新
龃 

合
の
手

^

よ
b

て
復
典
せ
ら
れ
、
雨
三
日
後
に
州
營
礦

山
の
坑
夫
も
亦
復
業
せ
h
.ど
云
ふ
o
喪
す
る
R
各
組
合 

は
顺
次
仲
裁
法
の
登
記
を
經
る
に
至
6
、
全
然
大
同
盟 

罷H

の
終
了
し
れ
る
は
本
年1

月
に
入
ト
て
の
事
な
り 

而
じ
て
該
罷
エ
の
失
敗
に
了
れ
る
は
瞭
然
た
る
事
實
に 

し
て
、
其
眞
相
は
次
の】

通
信
緻
の
報
吿
に
ょ
ぅ
て
知 

悉
す
る
を
得
べ
し
。
即

ち『

罾
働
聯
合
會
の
首
領
は
全 

く
失
敗
に
了
れ
る
も
の
に
し
て
啻
に
總
同
盟
罷
エ
の
計 

劃
が
畫
餅
に
歸
し
た
る
の
み
な
ら
ず
、
仲
裁
法
の
驟
紳 

を
脫
せ
し
む
る
の
根
本
的
思
想
も
亦
全
然
破
壤
し
去
ら 

れ
た
6』

ヾ」

論
じ
た
6

前
述
せ
る
如
く
新
西
蘭
に
於
て
總
同
明
m
罷
エ
の
一
敗 

地
に
塗
れ
/2
る
は
種
々
の
重
喪
な
る
原
固
に
ょ
る
も
の 

忙
し
て
、
特
に
其
中
注
目
す
べ
き
は
次
の
諸
點
な
h

e 

す
◦

1
"

勞
働
聯
合
會
に
對
し
て
反
抗
的
運
泐
を
爲
さ
む 

VJ

す

る

勝

主
の
國

結

ど

決
心
の
繁
固
な
り
.し
こ
ビ

ニ
、
政
府
が
適
當
な
る
處
置
を
採
h
しV

J
、

且
紛
議

を

防

遏

す

る

に

足

る

十

分

の

權

カ

を

有

し

れ

る

こ
 

.

 ̂

■ 

三
"

農
民
の
奮
起
し
て
特
殊
警
官
又
《
義
勇
勞
働
者 
V
J

な

6
鎭

腰

運

動

に

努

カ

し

た

る

こ

<£
:

四
、
：勞
働
潘
階
級
の
間
に
葸
見
の
衝
突
あ

6

て

1

致
：
 

の
態
度
を
採
る
能
は
ざ
ぅ
し
こ
ビ 

最
後
の
備
杞
於
て
少
し
く
說
明
せ
む
に
"
聯
合
勞
働 

黨
は
初
め
傍
觀
者
の
地
位
に
ぁ
り
し
が
、
十

一

月
十
四 

日
に
至
ぅ
公
然
罷
エ
に
反
對
の
宣
言
を
發
表
し

> 

其
後 

も
屢
々
意
見
公
表
し
て
、
聯
合
會
の
革
命
的
乎
段
を
非 

艱
せ

b

.

o

例
へ
ば「

フ
ォ
ン
。
パ

1

ル」

の
如
き
は
極
力 

聯
合
會
の
拙
劣
な
る
政
策
を

.

攻
擊
し

.
て
、
仲
裁
法
の
登 

記
を
經
る
ど
否
ど
を
問
は
ず
、
勞
働
協
約
の
7#
粱
は
全 

然
不
當
な
痛
論
し
"
叉
和
解
伸
裁
法
の
制
定
に
關 

し
て
至
大
の
功
勞
あ

&

同
法
の
父
匕
稱
せ
ら
る
、

「

ミ 

ラ

ー」

は

議

會

の

演

說

に

於

て

时

盟

罷

エ

は

決

し

て

勞 

働
漭
に
利
益
を
與
ふ
る
も
の
に
ゎ
ら
ず
、
此
は
過
去
に 

於
て
然
る
が
如
く
將
來

R

向
ふ
て
も
然
る
な
ら
む
^
論

站

九

怨(

八
K }

雜

錄
新
西
湖
亿
於
け
る
近
時
の
努
糊
紛
讅

第一

號

八
a



热
九
骀

(
八六

雜

新
四
湖
！

.1

於

け

る

近

^

の

勢

働

紛

燄

笫

一號

^
f
a 

<5&
す

る

^
何

れ

の

方

面

^
在

6
て
も
總
同
盟 

罷

X
は

非

常

の

*
策
'ビ

し

て

»
議

せ

ら

れ

' 
其
結
果 

R
e
d

 

F
e
d

は

全

く

苏

信

用

を

失

墜

し

て

"

新

西

蘭

に

於
 

け

る

「

ナ

ン

デ

カ

リ

ス

ム」

は

復

れ

立

つ

能

は

ざ

る

の 

打

擊

を

享

く

る

に

沒

れ

办

。

即

ち

聯

合

會

は

解

散

を

宣 

吿

せ

&

る 

>
、匕

典

哀

首

領

の

或

者

は

秩

序

を

紊

乱

し

, 

暴

徒

を

煽

働

せ

る

て

ぅ

罪

杞

ょ

り

て

罰

金

を

課

せ

ら

れ 

或

は

轎

_
の

刑

に

處

せ

ら

れ

た

ぅ

0

„
マ
ツ
セ
！」

の
政
府
は
斯
る
困
雛
な
る
時
局
に
際
し 

て
も〔

克
く
典
施
設
を
誤
ら
ず
' 
粉
擬
の
擴
大
を
防
止 

し
得
れ
る
を
以
て
大
に
世
人
の
信
用
を
傅
し
"
其
與
黨 

は1

段
の
强
盛
を
加
へ
た
る
が
如
し
0
之
に
反
し
て
其 

反
對
黨
た
る
自
內
黨
は
甚
だ
し
き
不
利
の
地
位
に
陷
6 

十
二
H
施
行
せ
ら
れ
た
る「

リ
ッ
テ
ル
ト
ン」

の
補
缺 

撰
擧
に
於
て
も
ft
會
K
主
黨
に
一
疇
を
歡
す
る
の
a
む 

を
得
ざ
る
に
¥
:れ
‘

0
而
し
て
現
在
に
於
け
る
社
會
民 

主
黨
ビ
聯
合
勞
働
黨vj

の

勢

力

の

消

長

を

'^
ふ

る

に

前
 

潜
の
方
：大

體

て

好

盤

な

：る
が
.如
し
'0
.想：

ふ
に
事
it

然
る
所
以
.は
勞
働
者
0
直
接
連
働
な
る
も
の
は
.其
效
« 

の
薄
弱
な
る
を
認
知
せ
ら
れ
，
寧
ろ
政
治
的
運
動
に
ょ 

る
の
有
效
な
る
を
確
め
^
る
に
由
る
も
の
$
云
ふ
べ
き 

な
b
o 

:

.

仲

裁

法

に

對

す

る

重

要

な

る

修

正

法

案

即

ち

勞

働

紛 

議

調

避

法

(

r'
p
cr
o
c
'
u
w
p
u
t
e
s 

Investigation 

A
c
t
)

が 

十

ニ

月

十

五

日

議

會

を

通

過

じ

_て
成

法

ビ

な

れ

0

0
該 

法

は

仲

裁

法

に

ょ

ぅ

て

，登

0

せ

ら

れ

ざ

る

|[
1
八
ロ
救
び
に 

勞

働

漭

に

對

し

て

加

奈

陀

，.法

(

加

奈

陀

産

業

紛

議

調

査 

法

竝

.び
に

其

實

績

に

就

て

は

本

誌

第

八

慾

第

六

號

所

載

. 

堀

江

博

士

論

文

參

照)

の

主

義

を

採

用

せ

む

ビ

す

る

も 

の

に

し

て

、

ゑ

に

隨

へ

ば

將

來

登

記

を

抹

消

せ

る

組

合 

は

公

吿

"
秘

密

投

禀

、

調

査

等

に

關

し

て

新

法

の

規

定 

に

基

く

に

?>
ら

ざ

れ

ば

、

罷

エ

を

爲

す

の

自

由

を

失

ふ 

に

.至

る

ベ
しo
若

.し

此

法

律

が

同

年

に

於

て}
層

！！

十
く 

實

施

せ

ら

る

、

こV
J

、
な

り

せ

ば

、

怖

ら

く

雄

頭

勞

働 

潘

の

：大

罷

エ

は

發

生

せ

ず

し

て

止

み

し

な

ら

むo

終

り 

に

仲

裁

法

の

現

狀

に

對

し

て

1
言

せ

む

に

、

總

_

盟

罷

H

の
結
果
は
同
法
の
效
力
を
一
層
進
涉
せ
し
め
た
h
S 

，は
多
數
人
士
の
信
す
る
所
な
る
が
如
し
。
然
れ
ど
も
其 

事
實
が
果
し
T
賃
銀
取
得
者
全
般
に
及
べ
る

や
帝
や
は 

尙
甚
だ
疑
ふ
べ
き
の
問
題
な
り
。
從
前
は
仲
裁
法
は
寧 

ろ
雇
主
側
に
對
す
る
强
制
法
規
た
る
の
.觀
ぁ
办
て
"
勞 

働
潘
は
雇
主
に
對
す
る
武
器
S
し
て
典
れ
を
利
用
し
た 

る
も
の
、
如
く
な
れ
ど
も
，
今
日
は
事
犄
全
く1

變
し 

勢
働
潘
は
却
て
之
に
ょ
b
て
東
縛
を
受
け
強
制
g

m約 

を
爲
す
の
地
位
に
陷
れ
る
を
看
る
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